
   たけとよみらい会議設置要綱  

 

  (設置 ) 

第１条  武豊町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部設置要綱

（平成 27 年武企発第 1032 号）第１条に規定する目的を推進する

にあたり、専門的見地から意見を聴取するため、たけとよみらい

会議（以下「会議」という。）を設置する。  

  (所掌事務 ) 

第２条  会議は、次に掲げる事項について検討し、町長へ提言する

ものとする。  

（１）武豊町の人口動向や、将来推計人口の分析及び中長期の将来

展望（以下「武豊町人口ビジョン」という。）に関する事項  

（２）武豊町の人口動向や産業実態等を踏まえた政策目標及び取り

組むべき施策等（以下「武豊町まち・ひと・しごと創生総合戦略」

という。）に関する事項及び、取り組み成果に関する事項  

（３）その他必要と認める事項  

  (組織 ) 

第３条  会議は、委員 13 人以内をもって組織し、次に掲げる者のう

ちから、町長が委嘱する。  

（１）産業界の関係者  

（２）行政機関の関係者  

（３）大学等の関係者  

（４）金融機関の関係者  

（５）労働団体の関係者  

（６）マスコミの関係者  

（７）士業の関係者  

（８）公募による者  

（９）前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認めた者  

  (委員長及び副委員長 ) 

第４条  会議に委員長及び副委員長を置く。  

２  委員長は、委員の互選によってこれを定める。  

３  副委員長は、委員長が指名する。  

４  委員長は、会務を総理する。  

５  副委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたと

きは、委員長の職務を代理する。  

  (任期 ) 

第５条  委員の任期は２年以内とし、再任を妨げないものとする。

２  委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間と

する。  

  (会議 ) 

第６条  会議は、委員長が招集する。  

２  委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、
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意見、又は説明を求めることができる。  

３  この要綱の施行の日以後の最初に開催される会議の招集は、第

１項の規定にかかわらず、町長が行う。  

 （報酬等）  

第７条  町は、会議に出席した委員に対し、報償金及び旅費を支給

することができる。  

 (庶務 ) 

第８条  会議における庶務は企画部企画政策課において処理する。  

  (雑則 ) 

第９条  この要綱に定めるもののほか、会議に関し、必要な事項は、

町長が別に定める。  

   附  則  

この要綱は、平成 27 年４月 20 日から施行する。  

   附  則  

この要綱は、令和３年６月 16 日から施行する。  


